
地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

（歳入）
　　　地方消費税交付金（社会保障財源化分）　　130,600千円

（歳出）
　　　社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費　　1,302,160千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）　

国県支出金 その他

　児童福祉事業 297,540 165,843 12,581 119,116 19,172

　障害者福祉事業 223,965 170,855 1,845 51,265 8,251

　その他 98,601 1,063 0 97,538 15,699

小　計 620,106 337,761 14,426 267,919 43,122

介護特会繰出事業 166,134 6,477 2 159,655 25,697

国保特会繰出事業 102,239 50,211 710 51,318 8,260

社会保険その他 133,658 20,596 9,479 103,583 16,672

小　計 402,031 77,284 10,191 314,556 50,629

福祉医療事業 85,745 40,883 0 44,862 7,221

医療対策事業 62,864 4,941 0 57,923 9,323

保健衛生その他 131,414 4,241 1,017 126,156 20,305

小　計 280,023 50,065 1,017 228,941 36,849

1,302,160 465,110 25,634 811,416 130,600

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）　は、各事業に要する一般財源の比率に応じ案分して充当しています。
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